
 
 

     

 

御
本
社
玉
垣
事
業 

第
二
期
竣
工 

令
和
の
御
即
位
記
念
事
業
と
し
て
進
め
て
参
り
ま

し
た
、
神
山
町
の
当
宮
御
本
社
の
玉
垣
建
立
事
業
で
す

が
、
令
和
三
年
が
当
宮
主
祭
神
の
嵯
峨
天
皇
さ
ま
が
行

幸
さ
れ
て
一
千
二
百
年
と
い
う
慶
節
で
あ
っ
た
事
か

ら
一
旦
第
一
期
分
と
し
て
竣
工
奉
祝
祭
を
執
り
行
い

ま
し
た
が
、
無
記
名
の
玉
垣
が
二
十
四
基
残
っ
た
ま
ま

と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

引
き
続
く
コ
ロ
ナ
禍
に
加
え
、
ロ
シ
ア
の
戦
争
に
よ

る
物
価
高
な
ど
、
世
情
厳
し
く
な
る
中
、
事
業
の
長
期

化
を
懸
念
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
ご
篤
志
の
氏
子
崇

敬
者
の
方
々
か
ら
、
お
一
人
、
ま
た
お
一
人
と
お
宮
を

お
支
え
し
た
い
と
い
う
お
声
を
頂
戴
し
、
有
り
難
く
も
、

先
月
二
十
五
日
に
無
事
、
玉
垣
建
立
事
業
第
二
期
分
の

竣
工
奉
祝
祭
を
斎
行
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。 

当
日
は
、
予
報
で
は
雨
天
で
し
た
が
、
晴
れ
と
な
り
、

ま
た
嵯
峨
天
皇
さ
ま
ゆ
か
り
の
桜
も
満
開
と
、
大
神
さ

ま
へ
の
尊
崇
の
誠
が
通
じ
た
の
か
と
思
え
る
よ
う
な

雰
囲
気
で
あ
り
ま
し
た
。 

鎌
倉
時
代
の
『
御
成
敗
式
目
』
の
第
一
条
に
は
「
神

は
人
の
敬
に
よ
り
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
り
運

を
添
う
」
と
あ
り
ま
す
通
り
、
美
々
し
く
建
ち
揃
い
ま

し
た
石
玉
垣
は
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
未
曾
有
の
国
難
の

中
、
お
宮
を
支
え
た
氏
子
崇
敬
者
の
方
々
の
思
い
を
受

け
、
大
神
さ
ま
の
御
稜
威
を
更
に
増
し
、
氏
子
崇
敬
者

皆
様
へ
の
御
開
運
へ
と
繋
が
る
事
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
度
の
石
玉
垣
建
立
事
業
に
御
奉
賛
を
頂
き
ま

し
た
皆
様
に
は
、
大
変
厳
し
き
世
情
の
中
、
御
奉
賛
の

誠
を
お
捧
げ
頂
き
、
誠
に
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

 

 

光こ

う

定
じ
ょ
う

戒か

い

牒
ち
ょ
う 

下
賜 

一
千
二
百
年 

当
宮
主
祭
神
の
嵯
峨
天
皇
さ
ま
が
、
天
台
宗
最
澄
の

高
弟
、
光
定
に
戒
牒
を
下
賜
し
て
今
月
十
四
日
で
一
千

二
百
年
と
な
り
ま
す
。
戒
牒
と
は
国
家
公
認
の
僧
侶
の

身
分
証
で
、
最
澄
亡
き
あ
と
、
光
定
の
為
、
嵯
峨
天
皇
さ

ま
御
自
ら
宸
翰
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
確
実
に
嵯

峨
天
皇
さ
ま
の
書
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は

貴
重
な
も
の
で
、
麻
紙
の
縦
簾
紙
に
欧
陽
詢
、
空
海
の
書

体
を
巧
み
に
取
り
入
れ
ら
れ
破
体
書
で
書
か
れ
、
光
定

は
「
雄
筆
奇
妙
・
奇
世
霊
珍
」
と
讃
え
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
三
筆
筆
頭
の
名
筆
で
す
。
現
在
は
比
叡
山
延
暦
寺
が

保
管
し
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

御
旅
社
石
鳥
居 

建
立
百
五
十
年 

 

茶
屋
町
の
当
宮
御
旅
社
の
正
面
に
あ
る
石
鳥
居
は
、
明

治
六
年(

一
八
七
三)

四
月
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、
今
月
で

ち
ょ
う
ど
建
立
か
ら
百
五
十
年
と
な
り
ま
す
。 

 

当
時
は
大
阪
駅
が
開
業
す
る
前
年
で
、
こ
の
鳥
居
が
建

っ
た
頃
の
梅
田
は
ま
だ
何
も
な
い
菜
の
花
畑
が
広
が
る

土
地
で
し
た
。
街
は
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
が
、
石
鳥

居
は
百
五
十
年
間
変
わ
ら
ず
、
御
旅
社
の
神
域
の
境
を
守

り
続
け
て
い
ま
す
。 

  
 

道
眞
公 

冤
罪
晴
れ
て
一
千
百
年 

延
長
元
年(

九
二
三)

四
月
二
十
日
、
当
宮
の
御
祭
神
、 

菅
原
道
眞
公
に
被
せ
ら
れ
た
無
実
の
罪
が
冤
罪
と
認
め

ら
れ
、
左
遷
の
詔
書
が
焼
か
れ
、
右
大
臣
に
復
位
し
、
正

二
位
を
追
贈
さ
れ
て
か
ら
今
月
二
十
日
で
ち
ょ
う
ど
一

千
百
年
と
な
り
ま
す
。 

公
的
に
国
が
過
ち
を
認
め
、
ま

た
道
眞
公
の
神
威
を
認
め
た
瞬
間
と
も
い
え
、
天
神
さ
ま

を
お
祀
り
す
る
神
社
で
は
特
別
な
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 
コ
ロ
ナ
禍
の
対
応
に
つ
い
て 

 

来
月
八
日
に
、
コ
ロ
ナ
が
感
染
症
分
類
二
類
か
ら
五
類

へ
と
移
行
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。
こ
れ
を
受
け
、
お
賽
銭

箱
の
鈴
緒
撤
去
、
手
水
舎
の
柄
杓
撤
去
、
本
殿
内
マ
ス
ク

な
ど
の
当
宮
で
執
り
行
っ
て
お
り
ま
し
た
規
制
も
五
月

八
日
よ
り
解
除
さ
せ
て
頂
く
予
定
で
す
。 

 

 

今 

月 

の 

暦 

【
御
旅
社
授
与
所(

茶
屋
町) 

御
朱
印
平
日
受
付
日
】 

四
月
二
十
五
日(

火) 

十
三
時
～
十
七
時
の
予
定 

 
            

～ 

綱
敷
天
神
社
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
地
図
サ
イ
ト 

～ 
     

編
著 

綱
敷

つ
な
し
き

天
神
社 

禰
宜

ね

ぎ 
(

御
旅
社 

神
主) 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

白 

江 
 

秀 

知 
 

 当宮地図 

Google MAP 

 

喜 

多 

埜 
 

第
二
一
七
号 

 

 

綱
敷
天

つ
な
し
き
て
ん

神
社

じ
ん
し
ゃ 

社
報 

 

 

社
報
「
喜
多
埜
」
毎
月
一
日
発
行(

一
月
の
み
元
日
に
特
別
号
、
十
五
日
に
一
月
号
を
発
行) 

【
祭
礼
】 

    

【
節
気
】 

    

【
雑
節
】 

   

【
大
安
】 

  

【
朔
望
】 

  

【
祝
日
】 

  

【
旬
】 

 

神
武
祭(

三
日)…

神
武
天
皇
崩
御
の
日 

神
事
の
み 

明
祭(

廿
日)…

道
眞
公
の
冤
罪
が
晴
れ
た
日 

神
事
の
み 

   

清
明(

五
日)…

気
候
明
る
く
清
々
し
い
頃 

穀
雨(

廿
日)…

田
畑
の
準
備
が
整
い
春
雨
降
る
頃

 

   

春
の
土
用(

四
月
十
七
日
～
五
月
五
日) 

土
掘
り
は
遠
慮 

    

四
月
六
日
、
十
二
日
、
十
八
日
、
廿
二
日
、
廿
八
日 

    

満
月(

六
日)

、
下
弦(

十
三
日) 

朔
月(

廿
日)

、
上
弦(

廿
八
日) 

、 

   

昭
和
の
日(

廿
九
日)

、 

 
[

野 

菜] 

タ
ケ
ノ
コ
、
そ
ら
豆
、
山
菜
類
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
甘
藍 

[

果 

物] 

イ
チ
ゴ
、
甘
夏
、
ビ
ワ(

ハ
ウ
ス
栽
培) 

[

魚
介
類] 

鯛(

桜
鯛)

、
サ
ヨ
リ
、
シ
ラ
ス
、
ハ
マ
グ
リ(

地
蛤)

、
赤
貝 

[

そ
の
他] 

桜
の
花
、
牡
丹
、
百
合
、
花
水
木
、
桐
の
花 

 


